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  ( 1 )  一般火災と同様の消火方法をとる。  
 燃焼により、一酸化炭素、二酸化炭素、酸化窒素、シアン化水素等が発生する  
恐れがあるので注意を要する。  

  ( 2 )  消火作業は風上から行い、消火を行う人は防火服及び呼吸保護具を着用する。  
 消 火剤  ：  水及び噴霧水  
  
漏出時の措置  
     ( 1 )  発火源を取り除き、粉塵が飛散しないように、掃き集めて回収する。  
     ( 2 )  水で洗い流す場合は、環境汚染の原因となる可能性があるので、排水系な  

どへの流出しないようにする。  
 
取扱い及び保管上の注意  
 取 扱い：  ( 1 )  換気の良い場所で取り扱う。  
         ( 2 )  できるだけ粉塵の発生を抑え、眼や皮膚への接触を避け、吸入しな  
            いようにする。  
         ( 3 )  作 業 場 で は火気をみだりに使用することを避け、整理整頓に努める。  
         ( 4 )  粉 塵 爆 発 の可能性があるので設備は静電気を除去するため接地する。  
      ( 5 )  酸、アルカリ、金属類、強酸化剤及び還元剤との接触をさける。   
  保管：   ( 1 )  直射日光を避け、乾燥した涼しい場所に保管し、使用しない時は容  

器は密閉して保管する。  
  
暴露防止措置  
 管 理濃度：  なし  
  許容濃度：  日本産業衛生学会勧告値   ( 2 0 0 4  年版 )  
           時間荷重平均：未設定  
           粉 塵の場合 (第 3 種粉塵 )    吸 入性粉塵   2  mg / m 3  
                                       総粉塵       8  mg / m 3  
        AC G I H ( 2 0 0 4 )勧告値  
                 時間加重平均 ( T W A)：未設定  
                  粉塵の場合 (一般粉塵 )  T LV -T W A                            
                                       吸入性粉塵   3  mg / m 3                
                                          総粉塵   1 0  mg / m 3  

過酸化水素 T LV -T W A     1  p p m、     1 . 4  mg / m 3   

 

  設備対策：粉塵の発生源を密閉する設備又は局所排気装置を設ける。  
  保護具  ：保護メガネ、保護手袋、保護マスク、保護衣等  
 そ の他の衛生上の予防措置  
      （ １）取り扱い後は手洗い、洗眼を十分に行う。  
          （２）健康診断を定期的に実施する。  
          （３）安全衛生教育を実施する。  
 
物理／化学的性質  
        外観    ：   白色粉末  
      密度    ：   データなし  
      沸点    ：   決定できず  
        融点    ：   決定できず  
      蒸気圧  ：   決定できず  
      蒸気比重：    －  
      溶解度  ：   水に可溶  
        揮発分  ：   データなし  
        その他  ：   p H  =  6～ 7  ( 1％  溶液 )   
 
危険性情報（安定性、反応性）  
       引火点  ：  決定できず  
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       発火点  ：  データなし  
     爆発範囲：  データなし  
       反応性   ：   一般的取扱い、貯蔵の条件では安定。  
          酸 、アルカリ、金属類、還元剤、有機化学物質、可燃物、金     

属 塩類、シアン類、硝酸、過マンガン酸ナトリウムとのを接  
触を避ける。    

       自己反応性：特になし  
          
   熱 分解すると毒性の蒸気や気体の酸素、過酸化物及び酸化窒素が放出される。   
      
有害性情報  １ ）  
  刺激性  ：  皮膚   ウサギ   腐食性あり (固体のままで 2 4 h r 被覆 )  
  感作性  ：           デ ータなし   
  急性毒性：  経口     LD 5 0    5 , 0 0 0  mg / k g  以上 ( 2 5 % w/ v 白鉱油懸濁液 )  
 亜 急性、慢性毒性：    データなし  
 発 がん性：        デ ータなし  
  変異原性：            データなし  
  催奇形性：         デ ータなし   
  代謝・排泄：           データなし  
   

         環境影響情報  
           生分解性：          決定できず  
           生態影響：     環境に悪影響を与えるデータなし  

  
廃棄上の注意  
  ( 1 )廃棄は廃棄物処理免許を持つ処理業者に処理を委託する。  
  ( 2 )焼却処理を行う場合は、有害排ガスが発生する恐れがあるので燃焼排ガスの  
    処理対策を行う。  
  
輸送上の注意  
   ( 1 )  車輌等によって運搬する場合、荷送人は運送人に運送注意書を交付するの  
      が望ましい。  
   ( 2 )  輸送前に容器が密封されているか、又は液やガスの漏れがないかを確認す  
      る。  
   ( 3 )  容器の輸送及び運搬は、常にしかっり固定した状態で行い、特に瓶及び缶  
      は輸送中に互いに衝突して破損することのないようにあらかじめ適当な緩  
      衝物を詰めていく。  
  
主な適用法規  
     消防法  ：  指定可燃物   合成樹脂類 (指定数量  3 , 0 0 0  k g )   

毒劇法  ：  劇物（過酸化水素  6 %  以下のものを除く）  
安衛法  ：  施行令  別表１危険物（酸化性のもの）    

      
その他  
       記載内容は現時点で入手できる資料、情報、データに基づいて作成してお  

り、新しい知見により改訂されることがあります。また、通常の取り扱いを  
対象としたものであって、特別な取扱いをする場合は用途・用法に適した安  
全対策を実施の上、ご利用下さい。記載内容は情報提供であって、保証する  
ものではありません。  

       全ての化学製品には未知の有害性があり得るため、取扱いには細心の注意  
が必要です。  
 ご 使用各位の責任において、安全な使用条件を設定して下さるようお願い  
申し上げます。  

  



                                                                                                                      PEROXYDONE  XL-10  /  4 

参考文献  
 
 1 )   I S P    S a f e t y  D a t a  S h e e t   0 5 / 0 4 / 2 0 0 4  


